
  

築上町の飲食店等事業者の皆さまへ 
 

申請・ 

問合せ先 

築上町役場まちづくり振興課 

0930-56-0300 

受付時間8:30～17:00（土日・祝日を除く） 

住所〒829-0392 築上町大字椎田 891-2 

築上町名物 
創出応援補助金 

1 

2 

地域経済の活性化及び地場産業の振興を図るため、町が 

定めるテーマに関連した商品の開発、販売を行う事業者 

等に対し、築上町名物創出応援事業補助金を交付します。 

築上町名物創出 

応援補助金とは？ 

本制度は、築上町が定めるテーマに関連する商品を開発した

事業所等に対し、補助金を交付する町独自の補助制度です。 

支給対象者は、町内の事業

者（町内に住民登録のあり営

業の拠点が町内である個人事業

者を含む）で本事業で開発し

た新商品を町内の事業所等

で販売する事業者です。 
 
 詳しい対象要件は裏面をチェック!! 

申請受付期間 令和４年 9 月 1 日から 10 月 31 日まで 

補助金額 1 事業所等あたり５万円（年度内 1 回限り） 

町が定めるテーマに関連 

した商品の開発費として、 

５ 万円 

1 事業所 

あたり 

を支給します！ 

開発した商品やお店の情報

を町の観光パンフレットに

掲載します！ 

※予算の範囲内での交付となるため、申請状況により受付が終了となる場合があります。 

令和４年度のテーマは、 

「飛行機に関するもの」です 



  

申請・ 

問合せ先 

築上町役場まちづくり振興課 

0930-56-0300 

受付時間8:30～17:00（土日・祝日を除く） 

住所〒829-0392 築上町大字椎田 891-2 

支給対象者（次のいずれにも該当するもの） 3 

地域経済の活性化及び地場産業の振興を図るため、町が 

定めるテーマに関連した商品の開発、販売を行う事業者 

等に対し、築上町名物創出応援事業補助金を交付します。 

築上町名物創出 

応援補助金とは？ 

① 本補助金で開発した新商品を町内の事業所等で販売すること 

② 町内に住民登録があり町内を営業拠点としていること、または町内に主たる 

② 事業所を有していること 

③ 町税等を滞納していない者 

④ 築上町暴力団排除条例第 2 条で定める暴力団関係者ではない者 

⑤ 政治団体及び宗教上の組織または団体ではないこと 

⑥ 町長が適当ではないと認める事業を行っていない者 

4 補助対象経費 

築上町が定めるテーマに関連する商品の開発費 

 ５ 万円 

1 事業所等あたり 

補助金額 

5 申請手順 

相談、 

交付申請 

1 

審査、 

交付決定 

2 

補助事業

の実施 

3 

実績報告

書の提出 

4 

審査・補

助額決定 

5 

補助金の

交付 

6 

6 申請書類（①・②については、築上町ホームページからもダウンロード可能です）  

① 築上町名物創出応援事業補助金交付申請書 

② 名物創出応援事業補助金商品開発計画 

③ 町税の滞納がないことを証明する書類（未納のないことの証明書） 

令和 4 年度のテーマ 

飛行機に関するもの 

飛行機をかたどった食べものなどを 

開発して町を盛り上げましょう！ 


